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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】障害物の位置の直感的な認識に寄与することが
できる障害物報知システムを提供する。
【解決手段】障害物報知システムでは、ドアミラー装置
１６の車両前方側部に前インジケータ４２が設けられる
と共に、ドアミラー装置１６の車両後方側部に後インジ
ケータ４４が設けられている。前インジケータ４２は、
車両前方側の障害物を検知する前センサ３２からの検知
結果を報知する。後インジケータ４４は、車両後方側の
障害物を検知する後センサ３４から検知結果を報知する
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に設けられ、障害物を検知する検知手段と、
　車両の外部に設けられたミラーよりも車両前方側の障害物の前記検知手段による検知結
果を報知する前方報知手段と、
　当該前方報知手段よりも車両後方側に設けられ、前記ミラーよりも車両後方側の障害物
の前記検知手段による検知結果を報知する後方報知手段と、
　を備えた障害物報知システム。
【請求項２】
　前記ミラーが設けられたミラー装置に、前記前方報知手段及び前記後方報知手段の少な
くとも一方が設けられている請求項１に記載の障害物報知システム。
【請求項３】
　前記ミラーの周囲を覆うバイザの車両側外壁に、前記前方報知手段及び前記後方報知手
段が並べて配置された請求項１又は請求項２に記載の障害物報知システム。
【請求項４】
　前記ミラーが複数設けられ、かつ、前記前方報知手段は、車両前方側を視認可能にする
前記ミラー側に設けられていると共に、前記後方報知手段は、車両後方側を視認可能にす
る前記ミラー側に設けられている請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の障害物報知
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、障害物を検知してこの結果を報知する障害物報知システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１には、障害物検知装置が開示されている。この障害物検知装置では、障
害物センサが車両の左右前端及び左右後端に各々取付られている。また、車両に設けられ
たサイドミラーの鏡面の左右上端及び左右下端に表示灯が各々取付けられている。
【０００３】
　しかしながら、上記障害物検知装置では、車両の前端の障害物センサが障害物を検出し
た際に鏡面の上端の表示灯が点灯されると共に、車両の後端の障害物センサが障害物を検
出した際に鏡面の下端の表示灯が点灯される。このため、障害物の位置を直感的に認識で
きることが望まれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－３２４２０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は上記事実を考慮し、障害物の位置の直感的な認識に寄与することができる障害
物報知システムを得ることが目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の障害物報知システムは、車両に設けられ、障害物を検知する検知手段
と、車両の外部に設けられたミラーよりも車両前方側の障害物の検知手段による検知結果
を報知する前方報知手段と、前方報知手段よりも車両後方側に設けられ、ミラーよりも車
両後方側の障害物の検知手段による検知結果を報知する後方報知手段と、を備えている。
【０００７】
　請求項１に記載の障害物検知システムでは、車両に設けられた検知手段が障害物を検知
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すると共に、車両の外部にミラーが設けられている。
【０００８】
　ここで、ミラーよりも車両前方側の障害物の検知手段による検知結果が車両前方側に設
けられた前方報知手段により報知されると共に、ミラーよりも車両後方側の障害物の検知
手段による検知結果が車両後方側に設けられた後方報知手段により報知される。このため
、障害物の位置の直感的な認識に寄与することができる。
【０００９】
　請求項２に記載の障害物報知システムは、請求項１に記載の障害物報知システムにおい
て、ミラーが設けられたミラー装置に、前方報知手段及び後方報知手段の少なくとも一方
が設けられている。
【００１０】
　請求項２に記載の障害物報知システムでは、ミラー装置に前方報知手段及び後方報知手
段の少なくとも一方が設けられているので、ミラーによる視認と同時に前方報知手段及び
後方報知手段の少なくとも一方の視認が可能とされる。このため、前方報知手段及び後方
報知手段の少なくとも一方からの報知の容易な認識に寄与することができる。
【００１１】
　請求項３に記載の障害物報知システムは、請求項１又は請求項２に記載の障害物報知シ
ステムにおいて、ミラーの周囲を覆うバイザの車両側外壁に、前方報知手段及び後方報知
手段が並べて配置されている。
【００１２】
　請求項３に記載の障害物報知システムでは、前方報知手段と後方報知手段とが報知する
障害物の位置の境界線となるミラーの周囲を覆うバイザの車両側外壁に前方報知手段及び
後方報知手段が並べて配置されているので、前方報知手段と後方報知手段との報知の切替
りが容易に認識される。
【００１３】
　請求項４に記載の障害物報知システムは、請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の
障害物報知システムにおいて、ミラーが複数設けられ、かつ、前方報知手段は、車両前方
側を視認可能にするミラー側に設けられていると共に、後方報知手段は、車両後方側を視
認可能にするミラー側に設けられている。
【００１４】
　請求項４に記載の障害物報知システムでは、車両前方側を視認可能にするミラー側に前
方報知手段が設けられていると共に、車両後方側を視認可能にするミラー側に後方報知手
段が設けられているので、障害物の位置の直感的な認識により一層寄与することができる
。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係る障害物報知システムは、障害物の位置の直感的な認識に寄与することがで
きるという優れた効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１実施形態に係る障害物報知システムを含む車両のドアミラー装置部
分を示す車両後方側かつ車幅方向内側から見た斜視図である。
【図２】（Ａ）は前方報知手段によって車両前方側に障害物が存在することを報知した状
態の第１実施形態に係る障害物報知システムの斜視図であり、（Ｂ）は上方から見た車両
及び車両前方側に存在する障害物の平面図である。
【図３】（Ａ）は後方報知手段によって車両後方側に障害物が存在することを報知した状
態の第１実施形態に係る障害物報知システムの上記図２（Ａ）に対応する斜視図であり、
（Ｂ）は上方から見た車両及び車両後方側に存在する障害物の上記図２（Ｂ）に対応する
平面図である。
【図４】（Ａ）は車両の前進時に前方報知手段によって車両前方側に障害物が存在するこ
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とを報知した状態の第１実施形態に係る障害物報知システムの斜視図であり、（Ｂ）は上
方から見た車両及び車両前方側に存在する障害物の平面図である。
【図５】（Ａ）は車両の前進時に前方報知手段によって車両前方側に接近した障害物が存
在することを報知した状態の第１実施形態に係る障害物報知システムの上記図４（Ａ）に
対応する斜視図であり、（Ｂ）は上方から見た車両及び車両前方側に存在する障害物の上
記図４（Ｂ）に対応する平面図である。
【図６】（Ａ）は車両の前進時に後方報知手段によって車両後方側に過ぎ去った障害物が
存在することを報知した状態の第１実施形態に係る障害物報知システムの上記図４（Ａ）
に対応する斜視図であり、（Ｂ）は上方から見た車両及び車両後方側に存在する障害物の
上記図４（Ｂ）に対応する平面図である。
【図７】（Ａ）は車両の後進時に後方報知手段によって車両後方側に障害物が存在するこ
とを報知した状態の第１実施形態に係る障害物報知システムの斜視図であり、（Ｂ）は上
方から見た車両及び車両後方側に存在する障害物の平面図である。
【図８】（Ａ）は車両の後進時に前方報知手段によって車両前方側に障害物が存在するこ
とを報知した状態の第１実施形態に係る障害物報知システムの上記図７（Ａ）に対応する
斜視図であり、（Ｂ）は上方から見た車両及び車両前方側に存在する障害物の上記図７（
Ｂ）に対応する平面図である。
【図９】本発明の第２実施形態に係る障害物報知システムの一部を含む車両のドアミラー
装置部分を示す車両後方側かつ車幅方向内側から見た斜視図である。
【図１０】第２実施形態に係る障害物報知システム及び車両のドアミラー装置部分を示す
平面図である。
【図１１】第２実施形態に係る障害物報知システムの障害物の検知範囲を示す車両の側面
図である。
【図１２】（Ａ）は前方報知手段によって車両前方側に障害物が存在することを報知した
状態の第２実施形態に係る障害物報知システムの平面図であり、（Ｂ）は上方から見た車
両及び車両前方側に存在する障害物の平面図である。
【図１３】（Ａ）は後方報知手段によって車両後方側に障害物が存在することを報知した
状態の第２実施形態に係る障害物報知システムの上記図１２（Ａ）に対応する平面図であ
り、（Ｂ）は上方から見た車両及び車両後方側に存在する障害物の上記図１２（Ｂ）に対
応する平面図である。
【図１４】（Ａ）は中間報知手段によって車両前方側から車両後方側にわたる中間領域に
障害物が存在することを報知した状態の第２実施形態に係る障害物報知システムの上記図
１２（Ａ）に対応する平面図であり、（Ｂ）は上方から見た車両及び中間領域に存在する
障害物の上記図１２（Ｂ）に対応する平面図である。
【図１５】本発明の第３実施形態に係る障害物報知システムを含む車両のドアミラー装置
部分を示す車両後方側かつ車幅方向内側から見た斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　［第１実施形態］
　以下、図１～図８を用いて、本発明の第１実施形態に係る障害物報知システム１０を説
明する。なお、図面において適宜示される矢印ＦＲは車両前方を示し、矢印ＯＵＴは車幅
方向の外方を示している。また、矢印ＵＰは車両上方を示している。
【００１８】
　（ドアミラー装置の構成）
　図１に示されるように、車両１２の左側及び右側の側部（図２（Ｂ）参照）に左右一対
のサイドドア１４（フロントサイドドア）が設けられている。この左右一対のサイドドア
１４に各々左右一対のミラー装置としてのドアミラー装置１６が設けられている。なお、
左右一対のドアミラー装置１６は、車両１２の車幅方向中央を通る車幅方向に垂直な面に
対して対称な構成とされている。そこで、本実施形態では、車両１２の左側のドアミラー
装置１６について説明し、車両１２の右側のドアミラー装置１６についての説明は重複す
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るので省略する。
【００１９】
　ドアミラー装置１６は設置部材としてのステー１８を備えている。ステー１８の車両１
２側の一端部はサイドドア１４の車両上下方向の中間部における車両前側端の外側に固定
されている。これにより、ドアミラー装置１６がサイドドア１４に設置されている。車両
１２の側部から車両幅方向の外側に位置するステー１８の他端部には、収容部材（外周部
材）としての略直方体形であって有底容器状のバイザ２０が支持されている。このバイザ
２０の車両後方側には開口２０Ａが設けられており、開口２０Ａ内には車両後方側に鏡面
が向けられた略矩形平板状のミラー（アウターミラー）２２が設けられている。バイザ２
０の内部には図示を省略した電動式の鏡面調整装置が設けられており、ミラー２２が鏡面
調整装置に支持されている。鏡面調整装置は制御装置３６例えばエレクトロニックコント
ロールユニット（ＥＣＵ）に接続されている。この構成により、運転者の操作によって鏡
面調整装置を介してミラー２２の鏡面角度が調整可能とされている。
【００２０】
　（障害物報知システムの構成）
　本実施形態に係る障害物報知システム１０は、ドアミラー装置１６に設けられた検知手
段を構成する前方検知手段としての前センサ３２及び後方検知手段としての後センサ３４
と、報知手段を構成する前方報知手段としての前インジケータ４２及び後方報知手段とし
ての後インジケータ４４とを備えている。更に、障害物報知システム１０は制御装置３６
を備えている。制御装置３６では、前センサ３２、後センサ３４、前インジケータ４２及
び後インジケータ４４の各々の動作が制御されると共に、障害物５０（例えば図２（Ｂ）
及び図３（Ｂ）参照）の判定処理が行われる。なお、制御装置３６は、本実施形態におい
てＥＣＵを利用しているが、ＥＣＵに対して別途設けてもよい。例えば、ドアミラー装置
１６のバイザ２０内部に制御装置３６を設けることができる。また、障害物５０とは、車
両１２の走行等の障害となって車両１２が衝突する可能性があり、車両１２の乗員（特に
運転者）が注意すべき対象物という意味で使用されている。具体的には、障害物５０は、
図２（Ｂ）及び図３（Ｂ）に示されるパイロン、ブロック、壁、ガードレール、縁石等の
走行路上に設置された人工物、或いは岩、樹木等の自然物である。また、障害物５０とし
ては、走行中や停車中の自動車、二輪車、自転車等の車両、或いは人や動物等が含まれる
。
【００２１】
　前センサ３２は本実施形態においてステー１８の車両前方側に設けられている。この前
センサ３２により、ミラー２２よりも車両前方側かつ車両下方側と車両前方側かつ車両幅
方向外側とに障害物５０が存在するか否かが検知可能とされている。前センサ３２は制御
装置３６に接続されており、制御装置３６は前センサ３２の検知動作を制御し、又前セン
サ３２からの検知情報は制御装置３６へ送られる。ここで、前センサ３２としては、レー
ダ反射波を検知するセンサ、超音波反射波を検知するセンサ、赤外線等の光を検知するセ
ンサ、障害物の画像を認識するセンサ（例えばＣＣＤセンサ）等のセンサが実用的に使用
可能である。
【００２２】
　後センサ３４は本実施形態においてステー１８の車両後方側に設けられている。この後
センサ３４により、ミラー２２よりも車両後方側かつ車両下方側と車両後方側かつ車両幅
方向外側とに障害物５０が存在するか否かが検知可能とされている。後センサ３４は、制
御装置３６に接続されており、制御装置３６は後センサ３４の検知動作を制御し、又後セ
ンサ３４からの検知情報は制御装置３６へ送られる。この後センサ３４の構成は前センサ
３２の構成と同一とされている。
【００２３】
　制御装置３６では、前センサ３２、後センサ３４のそれぞれからの検知情報に基づいて
、車両１２の状況（前進中、後進中又は停止中等）及び障害物５０の方向と離間距離等に
よって、車両１２が障害物５０に接触する可能性があるか否かの判定処理が行われる。判



(6) JP 2014-184930 A 2014.10.2

10

20

30

40

50

定処理において、車両１２が障害物５０に接触する可能性があるか否かの判定がなされる
と、これを検知結果として、制御装置３６によって前インジケータ４２、後インジケータ
４４の動作が制御される。
【００２４】
　前インジケータ４２は、ミラー２２の周囲、詳細にはミラー２２の側面周囲を覆うバイ
ザ２０の車両１２の側部側の外壁であって、ドアミラー装置１６の車両前方側部に設けら
れている。すなわち、車両１２の車室内の運転者から視認可能な位置に前インジケータ４
２が配置されている。前インジケータ４２は、前センサ３２による車両１２が車両前方側
の障害物５０に接触する可能性があるか否かの検知結果を例えば運転者に報知する構成と
されている。前インジケータ４２は例えば発光ダイオード（ＬＥＤ）、ランプ等により構
成されている。ここで、報知とは、前インジケータ４２の点灯や点滅によって障害物５０
の存在を運転者に知らせるという意味で使用されている。
【００２５】
　また、後インジケータ４４は、バイザ２０の車両１２の側部側の外壁であって、ドアミ
ラー装置１６の車両後方側部に前インジケータ４２と車両前後方向に並んで設けられてい
る。後インジケータ４４は、後センサ３４による車両１２が車両後方側の障害物５０に接
触する可能性があるか否かの検知結果を報知する構成とされている。後インジケータ４４
の構成は前インジケータ４２の構成と同一とされている。
【００２６】
　（本実施形態の作用及び効果）
　上記本実施形態に係る障害物報知システム１０では、車両１２、ここではドアミラー装
置１６に設けられた前センサ３２、後センサ３４（検知手段）が障害物５０を検知すると
共に、車両１２の外部にミラー２２が設けられている。
【００２７】
　ここで、図２（Ｂ）に示されるように、ミラー２２よりも車両前方側の障害物５０の存
在が前センサ３２により検知される。すると、制御装置３６による判定処理を経て、図２
（Ａ）に示されるように、「車両１２が車両前方側の障害物５０に接触する可能性がある
」という検知結果が、ドアミラー装置１６の車両前方側に設けられた前インジケータ４２
の点灯若しくは点滅により運転者に報知される。このため、後インジケータ４４よりも位
置的に車両前方側に設けられた前インジケータ４２からの報知によって、車両１２が車両
前方側の障害物５０に接触する可能性があることが運転者により認識される。
【００２８】
　また、図３（Ｂ）に示されるように、ミラー２２よりも車両後方側の障害物５０の存在
が後センサ３４により検知される。すると、制御装置３６による判定処理を経て、図３（
Ａ）に示されるように、「車両１２が車両後方側の障害物５０に接触する可能性がある」
という検知結果が、ドアミラー装置１６の車両後方側に設けられた後インジケータ４４の
点灯若しくは点滅により運転者に報知される。このため、前インジケータ４２よりも位置
的に車両後方側に設けられた後インジケータ４４からの報知によって、車両１２が車両後
方側の障害物５０に接触する可能性があることが運転者により認識される。
【００２９】
　従って、本実施形態に係る障害物報知システム１０によれば、ミラー２２（ドアミラー
装置１６）よりも車両前方側の障害物５０が車両前方側の前インジケータ４２により報知
されると共に、ミラー２２よりも車両後方側の障害物５０が車両後方側の後インジケータ
４４により報知されるので、障害物５０の車両前後方向の位置と前インジケータ４２及び
後インジケータ４４の車両前後方向の位置とを対応させることができ、一目瞭然で障害物
５０の位置が直感的に認識可能となる。
【００３０】
　また、本実施形態に係る障害物報知システム１０では、ドアミラー装置１６、特にミラ
ー２２の周囲に前インジケータ４２、後インジケータ４４が設けられているので、ミラー
２２による車両後方側の視認と同時に前インジケータ４２及び後インジケータ４４の視認
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とが運転者により可能とされる。このため、前インジケータ４２及び後インジケータ４４
からの報知が容易に認識可能となる。
【００３１】
　更に、本実施形態に係る障害物報知システム１０では、図４（Ｂ）に示されるように、
前方左側（矢印ＦＭ方向）へカーブしつつ前進する車両１２において、ミラー２２よりも
車両前方側かつ車両１２よりも左外側の障害物５０の存在が前センサ３２により検知され
る。制御装置３６では、車両１２の前進速度、ハンドルの回転角度、横加速度等の情報か
ら車両１２（例えば後輪）の予想進路８０が算出される。仮に、制御装置３６において、
前センサ３２の検知結果と予想進路８０の情報とに基づいて、最終的に「車両１２が車両
前方側の障害物５０に接触する可能性がある」という判定処理がなされる。すると、図４
（Ａ）に示されるように、この判定結果がドアミラー装置１６の車両前方側に設けられた
前インジケータ４２の点灯若しくは点滅により運転者に報知される。
【００３２】
　図５（Ｂ）に示されるように、車両１２が、引続き前方左側にカーブしつつ前進し、障
害物５０に接近した際に、ミラー２２よりも前方の障害物５０の存在が前センサ３２によ
り検知されると共に、制御装置３６が「車両１２が車両前方側の障害物５０に接触する可
能性がある」と判定した場合には、図５（Ａ）に示されるように、この判定結果により、
ドアミラー装置１６の車両前方側に設けられた前インジケータ４２の点灯若しくは点滅が
継続される。
【００３３】
　車両１２が更に前方左側にカーブしつつ前進し、図６（Ｂ）に示されるように、ミラー
２２よりも車両後方側の障害物５０の存在が後センサ３４により検知されると共に、制御
装置３６により後センサ３４の検知結果と予想進路８０の情報とに基づき「車両１２が車
両後方側の障害物５０に接触する可能性がある」という判定がなされると、図６（Ａ）に
示されるように、判定結果が、ドアミラー装置１６の車両後方側に設けられた後インジケ
ータ４４の点灯若しくは点滅により運転者に報知される。
【００３４】
　また、図７（Ｂ）に示されるように、後方右側（矢印ＢＭ方向）へカーブしつつ後進す
る車両１２において、ミラー２２よりも車両後方側かつ車両１２よりも左外側の障害物５
０の存在が後センサ３４により検知される。制御装置３６では、車両１２の後進速度、ハ
ンドルの回転角度、横加速度等の情報から車両１２（例えば前輪）の予想進路８２が算出
される。仮に、制御装置３６において、後センサ３４の検知結果と予想進路８２の情報と
に基づいて、最終的に「車両１２が車両後方側の障害物５０に接触する可能性がある」と
いう判定処理がなされると、図７（Ａ）に示されるように、判定結果が、ドアミラー装置
１６の車両後方側に設けられた後インジケータ４４の点灯若しくは点滅により運転者に報
知される。
【００３５】
　そして、車両１２が更に後方右側へカーブしつつ後進し、図８（Ｂ）に示されるように
、ミラー２２よりも車両前方側の障害物５０の存在が前センサ３２により検知されると共
に、制御装置３６により前センサ３２の検知結果と予想進路８２の情報とに基づいて「車
両１２が車両前方側の障害物５０に接触する可能性がある」という判定処理がなされると
、図８（Ａ）に示されるように、判定結果が、ドアミラー装置１６の車両前方側に設けら
れた前インジケータ４２の点灯若しくは点滅により運転者に報知される。
【００３６】
　このため、例えば、後インジケータ４４による報知から前インジケータ４２による報知
に切替わる際に、ハンドルが復帰回転されることで、車両１２の障害物５０への接触を回
避でき、前インジケータ４２による報知と後インジケータ４４による報知との切替わりを
ハンドルを回転させるタイミングの報知（サポート）にすることができる。
【００３７】
　以上により、本実施形態に係る障害物報知システム１０では、障害物５０の位置の境界
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線となるミラー２２の周囲を覆うバイザ２０に前インジケータ４２と後インジケータ４４
とが並べて配置されているので、前インジケータ４２と後インジケータ４４との報知の切
替りが容易に認識される。また、本実施形態に係る障害物報知システム１０では、障害物
５０の車両前後方向位置が、ミラー２２を境界線として変化することで、障害物５０の前
インジケータ４２による報知と後インジケータ４４による報知とが切替わるため、障害物
５０のミラー２２を境界線とした車両前後方向位置の変化を前インジケータ４２と後イン
ジケータ４４との報知の切替りにより容易に認識できる。
【００３８】
　更に、本実施形態に係る障害物報知システム１０では、前インジケータ４２及び後イン
ジケータ４４が、バイザ２０の車両１２の側部側に設けられていて、ミラー２２には設け
られていないので、前インジケータ４２及び後インジケータ４４によってミラー２２によ
る視認範囲が影響されない。このため、ミラー２２とは独立的に前インジケータ４２及び
後インジケータ４４のサイズの大型化が可能とされ、又前インジケータ４２及び後インジ
ケータ４４の配置位置の制約が緩和される。従って、前インジケータ４２及び後インジケ
ータ４４からの報知が容易に視認可能とされると共に、前インジケータ４２と後インジケ
ータ４４とを十分に離間させることができ、より一層、一目瞭然で障害物５０の位置が直
感的に認識可能とされる。
【００３９】
　［第２実施形態］
　次に、図９～図１４を用いて、本発明の第２実施形態に係る障害物報知システム６０を
説明する。なお、第２実施形態並びに後述する第３実施形態において、前述の第１実施形
態の構成要素と同一構成要素には同一符号を付し、重複する説明は省略する。
【００４０】
　（ドアミラー装置の構成）
　図９及び図１０に示されるように、本実施形態におけるドアミラー装置１６は、ミラー
２２の周囲であって、バイザ２０の車両下方側に補助ミラー部２４を備えている。この補
助ミラー部２４には、車両１２のサイドドア１４に対向して配置され、ミラー２２の車両
前方側かつ車両下方側の近傍の運転者の視界を補助するミラーとしての前方用補助ミラー
２６が設けられている。また、補助ミラー部２４には、前方用補助ミラー２６よりも車両
後方側に配置され、ミラー２２の車両後方側かつ車両下方側の近傍の運転者の視界を補助
するミラーとしての後方用補助ミラー２８が設けられている。なお、ミラー２２による運
転者の視界は、後方用補助ミラー２８による運転者の視界よりも車両後方側とされている
。
【００４１】
　（障害物報知システムの構成）
　図９及び図１０に示されるように、本実施形態に係る障害物報知システム６０は、ドア
ミラー装置１６に設けられた前方検知手段としての前センサ３２及び後方検知手段として
の後センサ３４に加えて、中間検知手段としての中センサ３８を備えている。中センサ３
８は本実施形態においてステー１８の車両前後方向の中間部の車両下方側に設けられてい
る。図１１に示されるように、前センサ３２は、ミラー２２の車両前方側かつ車両下方側
の領域５２に障害物５０が存在するか否かを検知する構成とされている。また、後センサ
３４は、ミラー２２の車両後方側かつ車両下方側の領域５４に障害物５０が存在するか否
かを検知する構成とされている。そして、中センサ３８は、領域５２と領域５４との間に
おけるミラー２２よりも車両後方側かつ車両下方側の近傍の中間領域５６であって、ドア
ミラー装置１６の下方側に障害物５０が存在するか否かを検出する構成とされている。
【００４２】
　更に、障害物報知システム６０は、前方報知手段としての前インジケータ４２及び後方
報知手段としての後インジケータ４４に加えて、中間報知手段としての中インジケータ４
６を備えている。本実施形態において、前インジケータ４２は、図９及び図１０に示され
るように、前方用補助ミラー２６の周囲（前方用補助ミラー２６側）に設けられている。
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後インジケータ４４は、ミラー２２の車両幅方向の外側かつ車両上方側であってバイザ２
０の内壁に設けられており、前インジケータ４２よりも車両後方側に設けられている。中
インジケータ４６は、前インジケータ４２と後インジケータ４４との車両前後方向の中間
に設けられており、後方用補助ミラー２８の周囲（後方用補助ミラー２８側）に設けられ
ている。中インジケータ４６は、制御装置３６を介して中センサ３８に接続されており、
中センサ３８による検出結果を報知する構成とされている。中センサ３８及び中インジケ
ータ４６の具体的な構成は前センサ３２及び前インジケータ４２等の構成と各々同様であ
る。
【００４３】
　（本実施形態の作用及び効果）
　上記本実施形態に係る障害物報知システム６０では、中間報知手段としての中インジケ
ータ４６が設けられており、この中インジケータ４６によって中間検知手段としての中セ
ンサ３８による障害物５０の検知結果が報知される。
【００４４】
　ここで、図１２（Ｂ）に示されるように、ミラー２２よりも車両前方側の障害物５０の
存在が前センサ３２により検知される。すると、制御装置３６による判定処理を経て、図
１２（Ａ）に示されるように、「車両１２が車両前方側の障害物５０に接触する可能性が
ある」という検知結果が、前方用補助ミラー２６側に設けられた前インジケータ４２の点
灯若しくは点滅により運転者に報知される。このため、後インジケータ４４及び中インジ
ケータ４６よりも位置的に車両前方側に設けられた前インジケータ４２からの報知によっ
て、車両１２が車両前方側の障害物５０に接触する可能性があることが運転者により認識
される。
【００４５】
　また、図１３（Ｂ）に示されるように、ミラー２２よりも車両後方側の障害物５０の存
在が後センサ３４により検知される。すると、制御装置３６による判定処理を経て、図１
３（Ａ）に示されるように、「車両１２が車両後方側の障害物５０に接触する可能性があ
る」という検知結果が、ドアミラー装置１６の車両後方側に設けられた後インジケータ４
４の点灯若しくは点滅により運転者に報知される。このため、前インジケータ４２及び中
インジケータ４６よりも位置的に車両後方側に設けられた後インジケータ４４からの報知
によって、車両１２が車両後方側の障害物５０に接触する可能性があることが運転者によ
り認識される。
【００４６】
　更に、図１４（Ｂ）に示されるように、中間領域５６の障害物５０の存在が中センサ３
８により検知される。すると、制御装置３６による判定処理を経て、図１４（Ａ）に示さ
れるように、「車両１２が中間領域５６の障害物５０に接触する可能性がある」という検
知結果が、後方用補助ミラー２８側に設けられた中インジケータ４６の点灯若しくは点滅
により運転者に報知される。このため、前インジケータ４２と後インジケータ４４との位
置的に中間に設けられた中インジケータ４６からの報知によって、車両１２が中間領域５
６の障害物５０に接触する可能性があることが運転者により認識される。
【００４７】
　従って、障害物５０の車両前後方向の位置と前インジケータ４２、後インジケータ４４
及び中インジケータ４６の車両前後方向の位置とを対応させることができ、一目瞭然で障
害物５０の位置が直感的に認識可能となる。
【００４８】
　しかも、本実施形態に係る障害物報知システム６０では、前方用補助ミラー２６側に前
インジケータ４２が設けられ、ミラー２２側に後インジケータ４４が設けられると共に、
後方用補助ミラー２８側に中インジケータ４６が設けられている。このため、ミラー２２
、前方用補助ミラー２６、後方用補助ミラー２８による視認範囲の車両前後方向の位置と
前インジケータ４２、後インジケータ４４及び中インジケータ４６の車両前後方向の位置
とを対応させることができ、一目瞭然で障害物５０の位置が直感的に認識可能となる。
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【００４９】
　また、本実施形態に係る障害物報知システム６０では、前方用補助ミラー２６側に前イ
ンジケータ４２が設けられ、ミラー２２側に後インジケータ４４が設けられると共に、後
方用補助ミラー２８側に中インジケータ４６が設けられている。このため、前方用補助ミ
ラー２６による車両前方側の視認と同時に前インジケータ４２の視認が、ミラー２２によ
る車両後方側遠方の視認と同時に後インジケータ４４の視認が、後方用補助ミラー２８に
よる車両後方側近傍の視認と同時に中インジケータ４６の視認が、各々、運転者により可
能とされる。従って、前インジケータ４２、後インジケータ４４及び中インジケータ４６
からの報知が容易に認識可能となる。
【００５０】
　なお、本実施形態に係る障害物報知システム６０では、後インジケータ４４、中インジ
ケータ４６のどちらか１つだけとして、この１つの後インジケータ４４又は中インジケー
タ４６により領域５４及び中間領域５６の双方を含めた領域に障害物５０が存在する際に
報知する構成とすることが可能である。
【００５１】
　［第３実施形態］
　次に、図１５を用いて、本発明の第３実施形態に係る障害物報知システム７０を説明す
る。
【００５２】
　図１５に示されるように、本実施形態におけるドアミラー装置１６は第１実施形態にお
けるドアミラー装置１６と同一の構成とされている。更に、本実施形態に係る障害物報知
システム７０では、第２実施形態と同様にドアミラー装置１６のステー１８に前センサ３
２、後センサ３４、中センサ３８が設けられていると共に、ドアミラー装置１６における
バイザ２０の車両１２側の外壁に第２実施形態と同様の車両前後方向における順番で前イ
ンジケータ４２、中インジケータ４６、後インジケータ４４が配列されている。なお、本
実施形態に係る障害物報知システム７０では、中インジケータ４６は、ミラー装置１６の
直下の障害物５０の存在を報知する構成とされている。
【００５３】
　このように構成される障害物報知システム７０では、第２実施形態に係る障害物報知シ
ステム６０の作用及び効果と同様の作用及び効果を得ることができる。
【００５４】
　［上記実施形態の補足説明］
　本発明は上記実施形態に限定されるものではない。例えば、前方報知手段、中間報知手
段、後方報知手段としてのインジケータは、各々複数個配置してもよい。更に、この場合
、障害物が存在することを報知するインジケータの点灯色（又は点滅色）と、障害物が存
在しないことを報知するインジケータの点灯色（又は点滅色）とが異なるようにしてもよ
い。例えば、障害物が存在する場合には警告を促す赤色の点灯とし、障害物が存在しない
場合には安全を促す緑色の点灯とすることが可能である。
【００５５】
　また、本発明は、前方報知手段としてのインジケータと後方報知手段としてのインジケ
ータとで点灯色を異なるようにしてもよい。例えば、前方報知手段としてのインジケータ
の点灯色は青色とし、後方報知手段としてのインジケータの点灯色は黄色とすることで、
インジケータの位置的な違いと点灯色の違いとにより、一目瞭然に障害物の位置を認識す
ることができる。
【００５６】
　また、本発明は、前方報知手段としてのインジケータと後方報知手段としてのインジケ
ータとで形状を変えてもよい。例えば、一方のインジケータを三角形状、他方のインジケ
ータを四角形状とすることが可能である。また、本発明は、同一形状でありながら、向き
の異なるインジケータを使用可能である。例えば、前インジケータは車両前方側に頂角を
有する三角形状、後インジケータは車両後方側に頂角を有する三角形状とすることが可能
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す記号、文字等を設けてもよい。このような構成とすることにより、障害物の位置の直感
的な認識により一層寄与することができる。
【００５７】
　また、本発明は、前方検知手段、後方検知手段としてのセンサを車両の前部、後部のバ
ンパ又はその近傍等の車両側に配置してもよい。中間検出手段としてのセンサはサイドド
アに配置してもよい。更に、検知手段としてセンサは、ドアミラー装置のバイザ内部或い
は外壁に設けてもよい。
【００５８】
　更に、本発明は、前方報知手段、後方報知手段、中間報知手段としてのインジケータを
車室内のルームミラー装置に配置してもよい。また、本発明は、これらのインジケータを
フェンダミラー装置やフェンダ側補助ミラー装置に配置してもよい。更に、本発明は、前
方検知手段、後方検知手段及び中間検知手段によりミラーの上方側の障害物を検知し、こ
の検知結果を前方報知手段、後方報知手段及び中間報知手段によって報知してもよい。こ
こで、ミラーの上方側の障害物としては、例えば樹木の枝、駐車場に設置された屋根等が
含まれる。
【００５９】
　また、本発明は、障害物報知システムを車両の右側、左側の一方にのみ設けてもよい。
一般的に、車両の運転席側に対して助手席側の障害物の存在が把握し難いので、障害物報
知システムは助手席側に設けることが好ましい。
【００６０】
　更に、本発明は、検知手段として複数の前センサ及び後センサ、又は前センサ、中セン
サ及び後センサを設けずに、１つのセンサによりミラーの車両前方側及び車両後方側を検
知する構成としてもよい。
【００６１】
　また、本発明は、前方報知手段としての前インジケータと後方報知手段としての後イン
ジケータとを両方点灯（或いは点滅）させることにより、中間報知手段としての中インジ
ケータの代わりにしてもよい。
【符号の説明】
【００６２】
　１０、６０、７０　　障害物報知システム
　１２　　車両
　１６　　ドアミラー装置
　２２　　ミラー
　２６　　前方用補助ミラー
　２８　　後方用補助ミラー
　３２　　前センサ（検知手段）
　３４　　後センサ（検知手段）
　３６　　制御装置
　３８　　中センサ（検知手段）
　４２　　前インジケータ（前方報知手段）
　４４　　後インジケータ（後方報知手段）
　４６　　中インジケータ（中間報知手段）
　５０　　障害物
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